
南砺市建設工事条件付一般競争入札試行要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、市における建設工事の入札において、条件付一般競争入札（以

下「条件付入札」という。）を試行することに関し、他の法令等に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 条件付入札の対象工事は、設計額が５００万円以上の建設工事とする。ただ

し、災害復旧工事、緊急を要する工事その他特殊又は高度な技術等特別な条件が必

要と認められる工事を除くものとする。 

（入札参加資格） 

第３条 条件付入札に参加できる資格（以下「入札参加資格」という。）を有する者

（共同企業体にあっては、その構成員）は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当

するものでなければならない。 

（１）地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定に該当し

ない者であること。 

（２）南砺市建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格等について（平成１６

年南砺市告示第１５号）第３に規定する建設工事競争入札参加資格者名簿（以

下「入札参加資格者名簿」という。）に登載されている者であること。 

（３）南砺市建設工事等指名停止要領（平成１６年南砺市告示第１８号）に基づく

建設工事等指名停止期間中の者でないこと。 

（４）対象工事において、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１９条の２に

規定する現場代理人及び同法第２６条に規定する主任技術者又は監理技術者を

適正に配置できる者であること。 

（５）対象工事ごとに定める次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 

ア 本店、支店又は営業所の所在地に関する要件 

イ 入札参加資格者名簿における工種の種類別格付けの等級又は経営事項審査

結果の総合評定値に関する要件 

（６）前各号に定めるもののほか、工事ごとに定める入札参加資格要件を満たす者

であること。 

（入札の公告） 

第４条 条件付入札を実施する場合は、当該工事の名称、工事場所、工事概要、工事



期限、入札参加資格要件等をあらかじめ公告するものとする。 

２ 公告の方法は、次のとおりとする。 

（１）市の情報公開コーナーにおける閲覧 

（２）市のホームページへの掲載 

（公告に関する質問） 

第５条 公告に関する質問は、公告において定める期間中に受け付けるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、見積期間を確保する観点等から必要があると認めると

きは、質問を受け付ける期間を調整することができる。 

３ 第１項の規定による質問及び当該質間に対する回答が他の者に影響を及ぼすと認

めるときは、その概要を市のホ―ムページにおいて公表するものとする。 

４ 第１項及び前項に規定する質問又は回答の方法については、公告文に明記するも

のとする。 

 （入札参加申請書の提出） 

第６条 条件付入札に参加しようとする者（以下「申請者」という。）は、条件付一

般競争入札参加申請書（様式第１号）その他提出が必要な書類（以下これらを「申

請書等」という。）を公告において定める方法等により、提出しなければならない。 

(設計図書の配布等) 

第７条 申請者は、市のホームページに掲載する設計図書をダウンロードにより取得

する。ただし、これにより難い場合にあっては、南砺市役所福野庁舎において縦覧

できるものとする。 

（設計図書等に関する質問） 

第８条 設計図書等に関する質問は、質問書（様式第２号）を持参して行わなければ

ならない。 

２ 前項に規定する質問を受け付ける期間は、設計図書の縦覧期間とする。 

３ 第１項に規定する質問書の提出があった場合は、回答日に工事担当課から連絡す

るものとする。 

４ 設計図書に関する質問の回答方法については、公告文に明記するものとする。 

 (入札参加資格の審査) 

第９条 入札参加資格の審査（以下この条において「資格審査」という。）について

は事前審査を原則とし、申請書等の提出があったときは、資格審査を行う。 

２ 市長は、前項に規定する資格審査を、申請書等の提出期限の日の翌日から公告に

おいて定める日までに行い、その結果を条件付一般競争入札参加資格審査結果通知



書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、事後審査方式により入札を行う対象工事（第１２条において「事後審査

方式対象工事」という。）については、前２項の規定にかかわらず、当該対象工事

の入札日前までは、入札参加資格の審査及びその結果の通知は行わないものとする。 

（入札の方法等） 

第１０条 条件付入札の方法は出場入札とし、その取扱いについては、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）、南砺市財務規則（平成１６年南砺市規則第３５号）及び

南砺市建設工事等入札心得（平成２０年南砺市告示第６２号）の定めるところによ

るものとする。 

２ 申請者は、次の各号に掲げる書類を入札時に提出しなければならない。 

（１） 入札書 

（２） 積算内訳書 

（３） 前２号に掲げるもののほか、入札公告において定める書類 

（事前審査方式における落札者の決定） 

第１１条 事前審査方式により入札を行う対象工事の落札者は、予定価格の制限の範

囲内で有効な入札を行った者のうち最低の価格をもって入札をした者とする。ただ

し、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適

合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結する

ことが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認

めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札

を行った他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 

（事後審査方式における落札者の決定） 

第１２条 事後審査方式対象工事に係る落札者の決定に当たっては、入札の執行後、

予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を

した者(以下「落札候補者」という。)について、入札参加資格の審査を行い、入札

参加資格が有ると認めるときは、その結果を当該落札候補者に通知し、当該落札候

補者を落札者とする。この場合においては、第１１条ただし書の規定を準用する。 

２ 前項の場合において、落札候補者に入札参加資格が無いと認めるときは、当該落

札候補者の次に低い価格をもって入札をした者から順に落札者が決定するまで、入

札参加資格の審査を行うものとする。 

３ 前項の規定により、入札参加資格が無いと認める者に対しては、速やかに、その

旨を通知するものとする。 



（その他） 

第１３条 この要領に定めるもののほか、条件付一般競争入札の試行に関し必要な事

項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２１年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第６条関係） 

提出日    年  月  日 

（あて先）南砺市長                                          

住    所 

商号又は名称 

代表者氏名          ㊞ 

    電 話 番 号 

    ＦＡＸ番号 

 

条件付一般競争入札参加申請書 

 

次のとおり条件付一般競争入札に参加したいので、南砺市建設工事条件付一般競争入

札試行要領第６条の規定により、次のとおり申請します。 

記 

 

入 札 日 
 

 

契 約 番 号 
 

 

工 事 名 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第８条関係） 

質問書 

 

商号又は名称 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

担当者名 

 

契約番号 

工事名 

工事場所 

質問事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第9条関係） 

  年  月  日 

 

 

             様 

 

南砺市長         □印  

 

 

 

条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書 
 

年 月 日付けで申請のあった条件付一般競争入札参加について、南砺市建設 

工事条件付一般競争入札試行要領第９条第２項の規定により、その結果を通知します。 

 

記 

 

１ 契約番号 

 

２ 工事名 

 

３ 適格・不適格の別 

 

          適格            不適格 

 

４ 不適格となった場合の理由 


